
八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和25年法律第226号）第６条第１項の規定に基づき、

東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号。以下「法」という。）第４条第

２項第４号イに規定する復興産業集積区域（以下「復興産業集積区域」という。）にお

ける固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。  

 （課税免除） 

第２条 法第６条第１項に規定する認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区

域内において、法第４条第９項の規定による同条第１項に規定する復興推進計画の認定

の日（以下「認定日」という。）から平成33年３月31日までの期間（以下「対象期

間」という。）内に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律（平成23年法律第29号）第10条第１項の表の第１号、第10条の５第１項、第17条

の２第１項の表の第１号、第17条の５第１項、第18条の４第１項、第25条の２第１項

の表の第１号、第25条の５第１項又は第26条の４第１項の規定の適用を受ける当該認

定復興推進計画に定められた法第２条第３項第２号イ又はロに掲げる事業の用に供する

施設又は設備（以下「対象施設等」という。）を新設し、又は増設した者（当該事業を

実施する個人事業者又は法人で法第37条第１項若しくは第39条第１項に規定する指定

事業者又は法第40条第１項に規定する指定法人に該当するものであって対象期間内に当

該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。）について、対象期間内に

新設し、又は増設した対象施設等である家屋（以下「適用家屋」という。）及び償却資

産並びに適用家屋の敷地である土地（認定日以後において取得したものに限り、かつ、

土地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする適

用家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産

税の課税を免除する。 

 （課税免除の期間） 

第３条 前条の規定による課税の免除（以下「課税免除」という。）の期間は、固定資産

税を課すべき最初の年度（当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年（当該

日が１月１日である場合においては、当該日の属する年）の４月１日の属する年度）以

後５箇年度とする。 

 （課税免除の申請及び決定） 

第４条 課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようと



する年度の賦課期日の属する年の１月31日までに市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、課税免除をするかどうかに

ついて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。  

 （課税免除の取消し） 

第５条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税

免除を取り消すことができる。 

 (1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。  

 (2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。  

 （適用除外） 

第６条 八戸市中小企業振興条例（昭和53年八戸市条例第11号）第３条第１項若しくは第

５条第１項の助成金又は八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例（平成17年八戸市条

例第31号）第５条第１項第２号の税軽減奨励金の交付を受けた者は、課税免除の措置を

受けることができない。 

２ 八戸市企業立地促進条例（昭和59年八戸市条例第30号）第６条の操業奨励金（第２

条に規定する適用家屋及び償却資産並びに適用家屋の敷地である土地に係るものに限

る。）の交付を受けた者は、当該適用家屋及び償却資産並びに適用家屋の敷地である土

地に係る課税免除の措置を受けることができない。  

第７条 課税免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例

の規定は、適用しない。 

 (1) 市税の滞納があるとき。 

 (2) その他市長がこの条例の規定を適用することが適当でないと認めるとき。  

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。  

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成24年３月２日から適用する。 

 （八戸市中小企業振興条例の一部改正）  

２ 八戸市中小企業振興条例の一部を次のように改正する。 

  第13条中「第２条第１項」の次に「若しくは八戸市復興産業集積区域における固定資

産税の特別措置に関する条例（平成24年八戸市条例第22号）第２条」を加える。 

 （八戸市企業立地促進条例の一部改正）  



３ 八戸市企業立地促進条例の一部を次のように改正する。  

  第12条第３項中「第２条第１項」の次に「又は八戸市復興産業集積区域における固定

資産税の特別措置に関する条例（平成24年八戸市条例第22号）第２条」を加え、同項

ただし書中「又は構築物の敷地である土地」を「若しくは構築物の敷地である土地又は

同条に規定する適用家屋の敷地である土地」に、「又は構築物を」を「若しくは構築物

又は同条に規定する適用家屋及び償却資産を」に改める。  

 （八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部改正）  

４ 八戸市優良事業の誘致の促進に関する条例の一部を次のように改正する。  

  第９条中「第２条第１項」の次に「若しくは八戸市復興産業集積区域における固定資

産税の特別措置に関する条例（平成24年八戸市条例第22号）第２条」を加える。 

 

附 則（平成 28 年６月 21 日条例第 35 条） 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

附 則（平成 29 年６月 20 日条例第 29 条） 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

附 則（令和元年５月 27 日条例第２条） 

この条例は、公布の日から施行する。  

 


